
河合町個人情報保護条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年 ５ 月１８日 

                 河合町長  岡井 康徳 

河合町条例第 ９ 号 

河合町個人情報保護条例等の一部を改正する条例 

 

（河合町個人情報保護条例の一部改正） 

第 1条 河合町個人情報保護条例（平成１７年３月河合町条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第３号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条において準用

する場合を含む。）」を加える。 

第２２条の２第１項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改める。 

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２月河

合町条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１条及び第５条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。 


